
ＮＨＫ郡山支局からのお知らせ 

平素からＮＨＫの放送事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、郡山支局における放送受信料に関するお手続き（放送受信料のお支払い、

各種お届けの取り扱い等）は、平成２８年７月１６日（土）から、ＮＨＫ福島

放送局営業部でお受けすることになりました。 

① 受信料のお支払いは郵送した払込用紙により金融機関、郵便局、コン

ビニ等での払い込みをお願いします。なお、お得で便利な口座振替ま

たはクレジットカード継続払をお勧めしています。ぜひ、ご利用くだ

さい。

② 各種お届け等はＮＨＫ福島放送局営業部（〒960-8588 福島市早稲

町１－２）へ郵送をお願いします。

また、放送番組や受信料に関するお問い合わせ窓口は次の通りです。 

○ＮＨＫふれあいセンター

▼放送受信契約のお申込みや転居のご連絡

０１２０－１５１５１５（午前９時～午後6時 土・日・祝日も受付）

▼放送受信料についてのお問い合わせ

０５７０－０７７０７７（午前９時～午後6時 土・日・祝日も受付）

▼テレビの映り具合などに関するお問い合わせ

０５７０－００３４３４（午前９時～午後6時 土・日・祝日も受付）

▼全国放送番組などに関するお問い合わせ・ご意見

０５７０－０６６０６６（午前９時～午後 8時 土・日・祝日も受付）

○ＮＨＫ福島放送局

▼福島放送局の放送番組・イベント等に関するお問い合わせ・ご意見０２４

－５２６－４３３３（平日の午前９時３０分～午後６時）

○郡山支局代表（０２４-９３２-５５００、５５０２）にお電話をいただいた

場合は、音声案内により上記番号に転送させていただきます。

何卒、よろしくお願いいたします。 

ＮＨＫ郡山支局 


